
篠山市立栗柄ふれあいセンターの指定管理者の選定について 
 
 
 篠山市立栗柄ふれあいセンターの指定管理者について、下記のとおり選定し

ましたのでお知らせします。 
 今後、地方自治法の規定に基づき篠山市議会での議決を得て、市長が指定す

る予定です。 
 
 

記 
 
 
１．選定された指定管理者 
  指定管理者名 ：篠山市栗柄自治会 
  所在地    ：篠山市栗柄７２８番地１  
  代表者名   ：自治会長 佐 藤  喬 
 
２．選定理由 
  指定管理者の選定にあたっては、施設の設置目的、性格及び業務の性質等

から篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の第１項

第４号を適用し、公募によらず篠山市栗柄自治会を１者選定した。 
 
３．指定管理期間 
  平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日まで（６年間） 
 
４．指定管理料 
  無 
 
５．選定方法 

篠山市指定管理者選定委員会での選定 
   申請内容についての審査を行い「篠山市指定管理者選定委員会」におい

て、篠山市栗柄自治会を指定管理者として選定した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


